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厚生労働省の内部組織に関する訓令の一部を改正する訓令案 新旧対照条文

○ 厚生労働省の内部組織に関する訓令（平成13年厚生労働省訓第１号）（抄）

（傍線部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（会計企画調整室、厚生管理室、ヘルスケア推進室及び上席会計監 （会計企画調整室、厚生管理室及び上席会計監査官）

査官）

第１２条の２ 大臣官房会計課に、会計企画調整室、厚生管理室及び 第１２条の２ 大臣官房会計課に、会計企画調整室及び厚生管理室を

ヘルスケア推進室を置く。 置く。

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 厚生管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 ４ 厚生管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３) 職員の福利厚生に関すること（職員の衛生、医療に関すること (３) 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

を除く。）。

(４) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）第３条第 (４) 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第三

１項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること 条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関する

（ヘルスケア推進室の所掌に属するものを除く。）。 こと。

(５) （略） (５) （略）

５ （略） ５ （略）

６ ヘルスケア推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 （新設）

(１) 職員の衛生、医療に関すること。

(２) 国家公務員共済組合法第３条第１項の規定により厚生労働省に

設けられた共済組合に関すること（当該共済組合が行う医療に関

する事業に関することに限る。）。

７ ヘルスケア推進室に、室長（厚生管理企画官をもって充てられる （新設）

ものとする。）、室長補佐、専門官、班及び班長並びに係及び係長

を置く。

８・９ （略） ６・７ （略）
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（医師確保等地域医療対策室、外来・在宅医療対策室、精神科医療 （医師確保等地域医療対策室、外来・在宅医療対策室、精神科医療

等対策室、救急・周産期医療等対策室、新興感染症等医療対策室及 等対策室、災害等緊急時医療・周産期医療等対策室及び医療関連サ

び医療関連サービス室） ービス室）

第１９条の５ 医政局地域医療計画課に、医師確保等地域医療対策 第１９条の５ 医政局地域医療計画課に、医師確保等地域医療対策

室、外来・在宅医療対策室、精神科医療等対策室、救急・周産期医 室、外来・在宅医療対策室、精神科医療等対策室、災害等緊急時医

療等対策室、新興感染症等医療対策室及び医療関連サービス室を置 療・周産期医療等対策室及び医療関連サービス室を置く。

く。

２～７ （略） ２～７ （略）

８ 救急・周産期医療等対策室は、救急医療、災害時における医療、 ８ 災害等緊急時医療・周産期医療等対策室は、地域医療計画課の所

周産期医療及び小児医療（小児救急医療を含む。）に関する事務を 掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

つかさどる。 （１） 救急医療、災害時における医療、そのまん延により国民の生

命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延

し、又はそのおそれがあるときにおける医療、周産期医療及び小

児医療（小児救急医療を含む。）に関すること。

（２） 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること（医

療安全推進・医務指導室の所掌に属するものを除く。）。

９ 救急・周産期医療等対策室に、室長、室長補佐、専門官、係及び ９ 災害等緊急時医療・周産期医療等対策室に、室長、室長補佐、専

係長並びに主査を置く。 門官、係及び係長並びに主査を置く。

10 新興感染症等医療対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 （新設）

(１) そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるお

それがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおけ

る医療に関すること。

(２) 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること（医療

安全推進・医務指導室の所掌に属するものを除く。）。

11 新興感染症等医療対策室に、室長（関係のある他の職を占める者 （新設）

をもって充てられるものとする。）、室長補佐、専門官、係及び係

長並びに主査を置く。

12・13 （略） 10・11 （略）

（医療用物資等確保対策推進室、流通指導室、セルフケア・セルフ （医療用物資等確保対策推進室、流通指導室、セルフケア・セルフ
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メディケーション推進室及び医薬品産業・ベンチャー等支援政策 メディケーション推進室及びベンチャー等支援戦略室）

室）

第１９条の８ 医政局医薬産業振興・医療情報企画課に、医療用物資 第１９条の８ 医政局医薬産業振興・医療情報企画課に、医療用物資

等確保対策推進室、流通指導室、セルフケア・セルフメディケーシ 等確保対策推進室、流通指導室、セルフケア・セルフメディケーシ

ョン推進室及び医薬品産業・ベンチャー等支援政策室を置く。 ョン推進室及びベンチャー等支援戦略室を置く。

２ 医療用物資等確保対策推進室は、災害その他の緊急の事態に医薬 ２ 医療用物資等確保対策推進室は、医薬産業振興・医療情報企画課

品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の安 の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

定的な供給を確保するための企画及び立案並びに調整に関する事務

（医療機器政策室の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。

（削る） （１） 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療

等製品の安定的な供給を確保するための企画及び立案並びに調整

に関すること（医療機器政策室の所掌に属するものを除く。）。

（削る） （２） 後発医薬品の使用促進に関すること。

３～７ （略） ３～７ （略）

８ 医薬品産業・ベンチャー等支援政策室は、次に掲げる事務をつか ８ ベンチャー等支援戦略室は、医薬品、医薬部外品、医療機器その

さどる。 他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸

(１) 医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品の安定的な供給を確保 与業及び修理業を営むベンチャー企業等の支援に関すること（医療

するための企画及び立案並びに調整に関すること（医療用物資等 機器政策室の所掌に属するものを除く。）をつかさどる。

確保対策推進室の所掌に属するものを除く。）。

(２) 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等

製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業を営むベ

ンチャー企業等の支援に関すること（医療機器政策室の所掌に属

するものを除く。）。

(３) 後発医薬品の使用促進に関すること。

９ 医薬品産業・ベンチャー等支援政策室に、室長（関係のある他の ９ ベンチャー等支援戦略室に、室長（関係のある他の職を占める者

職を占める者をもって充てられるものとする。）、室長補佐、専門 をもって充てられるものとする。）、室長補佐、専門官、係及び係

官、係及び係長並びに主査を置く。 長並びに主査を置く。

（水道水質管理室）

第２４条及び第２５条 削除 第２４条 健康・生活衛生局水道課に、水道水質管理室を置く。
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２ 水道水質管理室は、水道課の所掌事務のうち、水道水に係る水質

基準その他の水質の管理に関することをつかさどる。

３ 水道水質管理室に、室長（水道水質管理官をもって充てられるも

のとする。）、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

（新開発食品保健対策室、器具・容器包装基準審査室、残留農薬等

基準審査室及び国際食品室）

第２５条 健康・生活衛生局食品基準審査課に、新開発食品保健対策

室、器具・容器包装基準審査室、残留農薬等基準審査室及び国際食

品室を置く。

２ 新開発食品保健対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(１) 食品等（組換えＤＮＡ技術その他の新たな技術により製造又は

加工された食品等に限る。）の衛生に関する規格又は基準に関す

ること。

(２) 栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして

販売の用に供する食品に関すること（公衆衛生の向上及び増進に

関することに限り、食品監視安全課の所掌に属するものを除

く。）。

３ 新開発食品保健対策室に、室長（関係のある他の職を占める者を

もって充てられるものとする。）、室長補佐、専門官並びに係及び

係長を置く。

４ 器具・容器包装基準審査室は、器具・容器包装、おもちゃ及び洗

浄剤の規格基準に関する事務をつかさどる。

５ 器具・容器包装基準審査室に、室長（関係のある他の職を占める

者をもって充てられるものとする。）、室長補佐、専門官並びに係

及び係長を置く。

６ 残留農薬等基準審査室は、食品に残留する農薬、飼料添加物及び

動物用医薬品の規格又は基準に関することをつかさどる。

７ 残留農薬等基準審査室に、室長（関係のある他の職を占める者を

もって充てられるものとする。）、室長補佐、専門官並びに係及び
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係長を置く。

８ 国際食品室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(１) 健康・生活衛生局の所掌に属する国際関係事務に関する総合調

整に関すること（食品の安全性の確保に関することに限る。）。

(２) 輸出され、又は輸入される販売の用に供し、又は営業上使用す

る食品等（栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するも

のとして販売の用に供する食品を除く。）の衛生に関する調査及

び研究に関すること。

９ 国際食品室に、室長（関係のある他の職を占める者をもって充て

られるものとする。）、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置

く。

（ＨＡＣＣＰ推進室、食中毒被害情報管理室及び輸出先国規制対策 （ＨＡＣＣＰ推進室、食中毒被害情報管理室及び輸出先国規制対策

室） 室）

第２５条の２ （略） 第２５条の２ （略）

２ ＨＡＣＣＰ推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 ２ ＨＡＣＣＰ推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(１) 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指 (１) 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指

導に関する事務、食品衛生監視員に関する事務、食品等及び洗浄 導に関する事務、食品衛生監視員に関する事務、食品等及び洗浄

剤の衛生に関する取締りに関する事務（感染症対策部の所掌に属 剤の衛生に関する取締りに関する事務（感染症対策部及び食品基

するものを除く。）並びにと畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、 準審査課の所掌に属するものを除く。）並びにと畜場及び食鳥処

と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関する 理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の

事務のうち、危害分析・重要管理点方式（食品の安全性を確保す 処理の適正に関する事務のうち、危害分析・重要管理点方式（食

る上で重要な危害の原因となる物質及び当該危害が発生するおそ 品の安全性を確保する上で重要な危害の原因となる物質及び当該

れのある工程の特定、評価及び管理を行う衛生管理の方式をい 危害が発生するおそれのある工程の特定、評価及び管理を行う衛

う。）の推進に関すること。 生管理の方式をいう。）の推進に関すること。

（削る） (２) 総合衛生管理製造過程（食品衛生法（昭和２２年法律第２３３

号）第１３条第１項に規定する総合衛生管理製造過程をいう。）

を経て食品を製造し、又は加工することについての承認に関する

こと。

(２) 食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること。 (３) 食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること（食品基
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準審査課の所掌に属するものを除く。）。

３～７ （略） ３～７ （略）

（エイズ対策推進室、結核対策推進室、パンデミック対策推進室、 （エイズ対策推進室、結核対策推進室、パンデミック対策推進室及

国際感染症対策室及び国立健康危機管理研究機構設立準備室） び国際感染症対策室）

第２５条の４ 健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課に、エイ 第２５条の４ 健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課に、エイ

ズ対策推進室、結核対策推進室、パンデミック対策推進室、国際感 ズ対策推進室、結核対策推進室、パンデミック対策推進室及び国際

染症対策室及び国立健康危機管理研究機構設立準備室を置く。 感染症対策室を置く。

２～９ （略） ２～９ （略）

10 国立健康危機管理研究機構設立準備室は、国立健康危機管理研究 （新設）

機構の設立の準備に関する事務及び当該事務に関する総合調整に関

する事務をつかさどる。

11 国立健康危機管理研究機構設立準備室に、室長（関係のある他の （新設）

職を占める者をもって充てられるものとする。）、室長補佐（関係

のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。）並びに

係及び係長（関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの

とする。）を置く。

（監査指導室、アルコール健康障害対策推進室及び障害福祉サービ （監査指導室、アルコール健康障害対策推進室及び障害福祉サービ

ス等データ企画室） ス等データ企画室）

第３９条 （略） 第３９条 （略）

２ 監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 ２ 監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略）

(５) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第 (５) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第３８条の６及び第４０条の５の規定による報告徴収 １２３号）第３８条の６の規定による報告徴収等の事務及び同法

等の事務並びに同法を施行するため都道府県知事が行う事務につ を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関する

いての監査に関すること。 こと。

３～７ （略） ３～７ （略）

（賃金政策推進室）
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第４４条の２ 政策統括官の下に、賃金政策推進室を置く。 （新設）

２ 賃金政策推進室は、賃金に関する総合的かつ基本的な政策の企画

及び立案並びに推進に関する事務（労働基準局の所掌に属するもの

を除く。）をつかさどる。

３ 賃金政策推進室に、室長（組織令第１８条第１項に規定する公文

書監理官をもって充てられるものとする。）、室長代理（組織令第

１８条第１項に規定する審議官をもって充てられるものとす

る。）、副室長（関係のある他の職を占める者をもって充てられる

ものとする。）、所要の室員（関係のある他の職を占める者をもっ

て充てられるものとする。）並びに班を置く。

４ 室長代理は、室長を助け、賃金政策推進室の事務を分担処理す

る。

５ 副室長は、命を受けて、室長及び室長代理を助け、賃金政策推進

室の事務を分担処理する。

６ 室員は、命を受けて、賃金政策推進室の事務を分担処理する。

７ 班に班長を置く。

８ 班長は、命を受けて、その班に属する職員の指揮監督を行い、班

の事務処理にあたる。

９ 室長代理及び副室長の定数並びに班の名称、数及び所掌事務は、

政策統括官が大臣の承認を得て定める。これを変更しようとする場

合も同様とする。

（この訓令に規定する室に置かれる室長補佐等の名称等） （この訓令に規定する室に置かれる室長補佐等の名称等）

第５５条 第９条の３、第１２条から第１４条まで、第１９条から第 第５５条 第９条の３、第１２条から第１４条まで、第１９条から第

２３条まで、第２５条の２から第２８条の２まで、第２８条の５、 ２８条の２まで、第２８条の５、第２９条の３、第３０条、第３０

第２９条の３、第３０条、第３０条の３、第３２条から第３３条の 条の３、第３２条から第３３条の２まで、第３５条の３、第３６条

２まで、第３５条の３、第３６条の３から第４２条の１１まで、第 の３から第４２条の１１まで、第４５条及び第４７条から前条まで

４５条、第４７条、第４９条から第５１条まで、第５３条及び前条 に規定する室に置かれる室長補佐、専門官、班若しくは班長、係若

に規定する室に置かれる室長補佐、専門官、班若しくは班長、係若 しくは係長、専門職、主査又は専門スタッフ職については、それぞ

しくは係長、専門職、主査又は専門スタッフ職については、それぞ れ第２条第３項若しくは第４項、第３条第２項若しくは第３項、第
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れ第２条第３項若しくは第４項、第３条第２項若しくは第３項、第 ４条第３項若しくは第４項、第５条第３項若しくは第４項、第６条

４条第３項若しくは第４項、第５条第３項若しくは第４項、第６条 第２項若しくは第３項、第７条第２項若しくは第３項又は第９条の

第２項若しくは第３項、第７条第２項若しくは第３項又は第９条の ２第２項若しくは第３項の規定を準用する。

２第２項若しくは第３項の規定を準用する。

２ （略） ２ （略）


